
○横芝光町介護保険福祉用具購入費等受領委任払いの実施等に関する

要綱

平成２５年９月１３日

告示第４０号

（趣旨）

第１条 この告示は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」と

いう。）に規定する福祉用具購入費等の支給を受ける居宅要介護被保険者

及び居宅要支援被保険者（以下「被保険者」という。）の一時的な経済的

負担の軽減を図るため、福祉用具購入費等の支給に係る受領を登録事業者

に委任すること（以下「受領委任」という。）について必要な事項を定め

るものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。

（１） 福祉用具購入費等 法第４４条第１項に規定する居宅介護福祉用

具購入費、法第４５条第１項に規定する居宅介護住宅改修費、法第５６

条第１項に規定する介護予防福祉用具購入費及び法第５７条第１項に規

定する介護予防住宅改修費をいう。

（２） 登録事業者 法第４４条第１項に規定する特定福祉用具及び法第

５６条第１項に規定する特定介護予防福祉用具の販売を行う事業者又は

法第４５条第１項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第５７条第１項

に規定する介護予防住宅改修費に係る住宅改修を施工する業者であって

第４条に規定する事業者登録を受けたものをいう。



（３） 福祉用具等の提供 法第４４条第１項に規定する特定福祉用具及

び法第５６条第１項に規定する特定介護予防福祉用具の販売又は法第４

５条第１項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第５７条第１項に規定

する介護予防住宅改修費に係る住宅改修の施工をいう。

２ 前項に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、法におい

て使用する用語の例による。

（受領委任）

第３条 被保険者は、登録事業者から福祉用具等の提供を受ける場合は、受

領委任をすることができる。ただし、被保険者が次の各号のいずれかに該

当する場合は、この限りでない。

（１） 介護保険料に滞納がある場合

（２） 法第６６条第１項又は第２項の規定により被保険者証に支払方法

変更の記載を受けている場合

（３） 法第６７条第１項又は第２項の規定により保険給付の全部又は一

部の支払の一時差止がなされている場合

（４） 法第６８条第１項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載

を受けている場合

（５） 法第６９条第１項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載

を受けている場合

（登録対象事業者）

第４条 受領委任を取り扱う事業者としての登録（以下「事業者登録」とい

う。）を受けることができる者は、法第４４条第１項及び法第５６条第１

項に規定する福祉用具の販売を行う事業者又は法第４５条第１項及び法第



５７条第１項に規定する住宅改修を行う事業者であって、受領委任の取扱

いを適切に行うことができるものとする。

（登録の申請）

第５条 事業者登録を受けようとする事業者は、介護保険福祉用具購入費等

受領委任払取扱事業者登録申請書（別記第１号様式）に介護保険福祉用具

購入費等受領委任払制度に係る取扱確約書（別記第２号様式）及びその他

必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録の適否を審査した

上で、事業者登録を行い、速やかに介護保険福祉用具購入費等受領委任払

取扱事業者登録決定（却下）通知書（別記第３号様式）により申請者に通

知するものとする。

３ 町長は、前項の規定により登録事業者として決定をしたときは、介護保

険福祉用具購入費等受領委任払取扱事業者登録簿（別記第４号様式）に登

録するものとする。

４ 前項の規定による登録の有効期限は、登録の決定を受けた年度の翌年度

の末日までとする。

（令７告示６２・一部改正）

（変更の届出等）

第６条 登録事業者は、前条第１項に規定する申請書に記載した事項に変更

が生じたときは、速やかに介護保険福祉用具購入費等受領委任払取扱事業

者登録事項変更届出書（別記第５号様式）を町長に提出しなければならな

い。



２ 登録事業者は、事業者登録を廃止し、休止し、又は再開しようとすると

きは、速やかに介護保険福祉用具購入費等受領委任払取扱事業者登録廃止

（休止・再開）届出書（別記第６号様式）を町長に提出しなければならな

い。

（令７告示６２・一部改正）

（登録事業者の責務）

第７条 登録事業者は、福祉用具等の提供をするときは、居宅介護支援事業

者等及び町の介護保険担当課と必要な連絡調整を行い、法その他の関係法

令等を遵守し、被保険者の心身状況等に応じた適切なサービスを提供する

よう努めなければならない。

（登録内容の情報提供）

第８条 町長は、被保険者及び居宅介護支援事業者等に対し、登録事業者の

名称、所在等について情報提供を行うものとする。

（登録の取消し）

第９条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業

者登録を取り消すことができる。

（１） 正当な理由なく受領委任を拒んだ場合

（２） この告示に定める手続を行わなかった場合

（３） 登録事業者の責めに帰すべき事由により、被保険者に損害を生じ

させた場合

（４） 不正な手段により、事業者登録を受け、又は福祉用具購入費等を

受領した場合

（５） その他町長が登録事業者として不適当であると認めた場合



２ 町長は、前項の規定により事業者登録を取り消したときは、介護保険福

祉用具購入費等受領委任払取扱事業者登録取消通知書（別記第７号様式）

により当該登録事業者に通知するものとする。

（令７告示６２・一部改正）

（支給の申請）

第１０条 福祉用具購入費等の支給について受領委任をしようとする者は、

介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書（受領委任払用）

（別記第８号様式）又は介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申

請書（受領委任払用）（別記第９号様式）に必要書類を添えて町長に申請

しなければならない。

（令７告示６２・一部改正）

（支給の決定）

第１１条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容

を審査し、受領委任の適否を決定した上で、介護保険福祉用具購入費受領

委任払支給（不支給）決定通知書（被保険者用）（別記第１０号様式）又

は介護保険住宅改修費受領委任払支給（不支給）決定通知書（被保険者用）

（別記第１１号様式）により当該被保険者に、介護保険福祉用具購入費受

領委任払支給（不支給）決定通知書（事業者用）（別記第１２号様式）又

は介護保険住宅改修費受領委任払支給（不支給）決定通知書（事業者用）

（別記第１３号様式）により当該登録事業者に通知するものとする。

（令７告示６２・一部改正）

（返還及び受領委任の取消し）



第１２条 町長は、登録事業者が偽りその他不正な手段により福祉用具購入

費等を受領したときは、支払を受けた当該福祉用具購入費等の全部又は一

部を返還させることができる。

２ 町長は、被保険者が偽りその他不正な手段により受領委任の適用の決定

を受けたときは、当該決定を取り消すことができる。

（その他）

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成２５年１０月１日から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。

（準備行為）

２ 事業者登録その他のこの告示を施行するために必要な準備行為は、この

告示の施行の前においても行うことができる。

附 則（平成２８年告示第６８号）

（施行期日）

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手

続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの

告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、

なお従前の例による。



３ この告示の施行の際、第１条の規定による改正前の横芝光町難病患者等

見舞金支給要綱、第２条の規定による改正前の横芝光町社会福祉法人等に

よる生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度

事業実施要綱、第３条の規定による改正前の横芝光町情報公開条例事務取

扱要綱、第４条の規定による改正前の横芝光町移動支援事業実施要綱、第

５条の規定による改正前の横芝光町日中一時支援事業実施要綱、第６条の

規定による改正前の横芝光町更生訓練費支給事業実施要綱、第７条の規定

による改正前の横芝光町訪問入浴サービス事業実施要綱、第８条の規定に

よる改正前の横芝光町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第

９条の規定による改正前の横芝光町身体障害者用自動車改造費助成事業実

施要綱、第１０条の規定による改正前の横芝光町個人情報保護条例事務取

扱要綱、第１１条の規定による改正前の横芝光町障害者控除対象者認定書

交付に関する要綱第１２条の規定による改正前の横芝光町障害者グループ

ホーム等入居者家賃助成金交付要綱、第１３条の規定による改正前の横芝

光町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第１４条の規

定による改正前の横芝光町介護保険福祉用具購入費等受領委任払いの実施

等に関する要綱、第１５条の規定による改正前の横芝光町多子軽減措置に

伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第１６条の規定による改

正前の横芝光町高齢重度障害者介護支援事業補助金交付要綱及び第１７条

の規定による改正前の横芝光町難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱に規

定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を

加え、なお使用することができる。

附 則（令和４年告示第９８号）



（施行期日）

１ この告示は、公示の日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙に

ついては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則（令和５年告示第５号）

（施行期日）

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙に

ついては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則（令和７年告示第６２号）

この告示は、令和７年９月８日から施行する。





























別記第１号様式（第５条）

（令７告示６２・全改）

第２号様式（第５条）

（令７告示６２・全改）

第３号様式（第５条）

（令７告示６２・全改）

第４号様式（第５条）

（令７告示６２・全改）

第５号様式（第６条）

（令７告示６２・全改）

第６号様式（第６条）

（令７告示６２・全改）

第７号様式（第９条）

（令７告示６２・全改）

第８号様式（第１０条）

（令７告示６２・全改）

第９号様式（第１０条）

（令７告示６２・全改）

第１０号様式（第１１条）

（令７告示６２・全改）

第１１号様式（第１１条）

（令７告示６２・全改）

第１２号様式（第１１条）



（令７告示６２・追加）

第１３号様式（第１１条）

（令７告示６２・追加）


